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秋季火災予防運動　１１月９日㈭～１５日㈬
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今年もやります竜王祭
　第１２回竜王祭を１１月１０日㈮・１１日㈯･１２日
㈰の３日間開催します。
　今年のテーマは秋桜（コスモス）。秋の季節に鮮やか
に咲く花とともにみなさんに感動を与えたいという願
いが込められています。
　主な企画内容は，学校法人東京理科大学創立１２５周
年を記念したもちまき大会，軽音ライブ，腕相撲選手権，
ビンゴ大会等，誰もが参加できるバラエティーに富ん
だもので，模擬店も多数出店します。お子様からお年
寄りの方まで十分に楽しめる内容となっていますので，
ぜひともお越しください。
　また，１１月１２日㈰には，県内外から環境教育の専
門家が集い，共同討議する「エコマテリアルフォーラム」
も開催します。本年度は，自然豊かな竜王山と地域の
取り組みについて事例発表を行い，今後の環境教育の
あり方について考察を深めます。環境問題に関心のあ
る方はこのフォーラムにもぜひご参加ください。

20理 大 つ う し ん
http://www.yama.tus.ac.jp

「固定資産税の減額制度について」
～平成１８年度税制改正より～

　昭和５７年１月１日以前に建築された住宅が，平成
１８年１月１日から平成２７年１２月３１日までの間
に，新耐震基準に適合する工事費３０万円以上の耐震
改修をした場合，改修した住宅（床面積１２０㎡相当
分まで）について，固定資産税を２分の１減額する制
度が新設されました。この減額措置については，改修
後３か月以内に市に申請する必要があります。
　なお，減額期間については，改修年により異なりま
すのでご注意ください。
○減額期間
　平成１８年から平成２１年までの改修　→　３年間
　平成２２年から平成２４年までの改修　→　２年間
　平成２５年から平成２７年までの改修　→　１年間
○減額対象床面積
　１戸当り１２０㎡相当分まで

■問い合せ先　税務課固定資産税係（☎ 82-1127）

平成１８年度全国統一防火標語
「消さないで　あなたの心の　注意の火。」

［第１２回竜王祭開催日時］
　１１月１０日㈮　前夜祭　15:00～ 20:00
　１１月１１日㈯　　　　　10:00～ 20:00
　１１月１２日㈰　　　　　10:00～ 20:00
［エコマテリアルフォーラム ]（入場無料）5201教室で開催
　１１月１２日㈰　　　　　13:30 ～ 16:50

■問い合せ先　庶務課（☎88-4504）

○寝たばこは，絶対やめる。

○ストーブは，燃えやすいものから離れた位置
で使用する。

○ガスこんろなどのそばを離れるときは，必ず
火を消す。

○逃げ遅れを防ぐために，住宅用火災警報器を
設置する。

○寝具，衣類およびカーテンからの火災を防ぐ
ために，防炎品を使用する。

○火災を小さいうちに消すために，住宅用消火
器等を設置する。

○お年寄りや体の不自由な人を守るために，隣
近所の協力体制をつくる。

住宅防火　いのちを守る　7つのポイント　～3つの習慣・4つの対策～

３つの習慣 ４つの対策
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